
◎公職選挙法の一部を改正する法律 
（令和七年四月二日法律第二〇号）（衆）   

一、 提案理由（令和七年二月二〇日・衆議院政治改革に関する特別委員会） 

○大野議員 ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を

改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する

法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申

し上げます。 

……………（略）…………… 

 続きまして、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民

主党・無所属クラブ、公明党及び日本保守党共同提出の選挙運動に関する規格の簡素化

に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明いたします。 

 令和四年十二月七日及び令和五年四月二十六日に、衆議院政治倫理の確立及び公職選

挙法改正に関する特別委員会において、二十六年ぶりの自由討議が行われ、これを基に、

令和五年六月に選挙運動等のあり方に関する報告書がまとめられました。 

 本法律案は、この報告書において、公職選挙法の改正に向けて、おおむね認識の一致

が見られた項目として挙げられた、選挙運動に関する規格の簡素化を図るための措置を

講ずるものであります。 

 以下、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 

 第一に、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化についてであります。

公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車については、現

行法上、複雑な車種制限や構造制限が定められております。そこで、規制の簡素化を図

る観点から、その規格を、全ての選挙について、普通免許で運転することができる普通

自動車の規格を参考に、乗車定員十人以下で車両総重量三・五トン未満とすることとし

ております。 

 第二に、公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一についてであります。公職

の候補者の選挙運動用ポスターの規格については、現行法上、衆議院小選挙区、参議院

選挙区及び都道府県知事の選挙にあっては、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内、こ

のうち長さ四十二センチ、幅十センチは個人演説会告知用ポスターとされている一方で、

参議院名簿登載者、都道府県議会議員や市町村の選挙にあっては、長さ四十二センチ、

幅三十センチ以内とされており、規格が異なっております。そこで、公職の候補者が使

用する選挙運動用ポスターの規格を、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長

さ四十二センチ、幅四十センチ以内に統一することとし、これに伴い、個人演説会告知

用ポスターを廃止することとしております。 

 以上が、両案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。 

二、 衆議院政治改革に関する特別委員長報告（令和七年三月四日） 



○渡辺周君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治改革に関する特別

委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、逢沢一郎君外十名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案は、近年における

選挙の実情に鑑み、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化及び公職の候

補者の選挙運動用ポスターの規格の統一を図るものであります。 

 両案は、去る二月二十日に本委員会に付託され、同日提出者大野敬太郎君から趣旨の

説明を聴取いたしました。同月二十五日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、順次

採決を行った結果、逢沢一郎君外十一名提出の法律案は賛成多数をもって、逢沢一郎君

外十名提出の法律案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

三、 参議院政治改革に関する特別委員長報告（令和七年三月二六日） 

○豊田俊郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治改革に関する特

別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案（衆第一〇号）は、公職の候補者の選挙運

動用自動車の規格制限の簡素化及び公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一を

図ろうとするものであります。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、ポスター掲示場に掲示するポ

スターの記載内容に係る規制の具体的判断基準、選挙運動における障害者への配慮の在

り方、選挙運動に係る今後の検討の方向性等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、順次採決の結果、衆第九号は多数をもって、衆第一〇号は全会一致を

もって、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


